
（介護予防）訪問リハビリテーション

   　自主点検表記載に当たっての留意事項

　□　該当するものにチェックをしてください。（記載例：☑、■など）

適 不適
非該
当

□ □ □

□ □ □

適 不適
非該
当

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

適 不適
非該
当

（介護予防）訪問リハビリテーション自主点検表

1.基本方針
【介護】

【予防】

1 医師

2 理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士

３　人員に関する基準のみなし規定

第１　基本方針

項　　目 内　　　　　　　容

記入年月日 　　令和　　年　　月　　日 （令和４年度版）

法　人　名

介護保険事業所番号 介護予防訪問リハビリテーション

事業所名称

記入担当者 （職種）　　　　（氏名）
連絡先

電話番号
ー　　　－　　　－

第3　設備に関する基準

項　　目 内　　　　　　　容

⑷　サービスの提供は、資格を有する従業者が行っているか。

項　　目 内　　　　　　　容

⑴　指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテー
ション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その
他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る
ものであるか。

⑵　医師は、常勤であるか。

第2　人員に関する基準

⑵　指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護
予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療
法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の
維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものであるか。

⑶　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、1以上となっているか。

⑴　指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数となってい
るか。

⑸　事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、
指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが
同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス
等基準に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、基準を満たしているものと
みなすことができる。このような事例はあるか。　　（　有　・　無　）

　□　内容欄に含まれる□や（）内等の記入すべき箇所については、できる限り具体的にチェック（☑、■など）をし、
　　　詳細を記入してください。

　□   各項目の内容を満たしているものについては「適」、そうでないものは「不適」、該当しないものは「非該当」に
      　チェックをしてください。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

適 不適
非該
当

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の
指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハ
ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について
は、指定介護予防サービス等基準に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、
１⑵に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。このような事例はある
か。　　（　有　・　無　）

３　設備に関する基準のみなし規定

⑴　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、要介護認定を受けて
いない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認
し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請
が行われるよう必要な援助を行っているか。

⑵　事業者は、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と
認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認
定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行っているか。

5 要介護認定の申請に係る援助

⑵　利用者にかかる各種記録類等を保管するものにあっては、個人情報の漏洩防止の観
点から配慮されたものであるか。（扉がガラスでないもの、施錠可能なもの等が望まし
い）

1　設備及び備品等

2　その他

2 提供拒否の禁止

3 サービス提供困難時の対応

⑴　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示
する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間
を確かめているか。

4 受給資格等の確認

⑴　用途の変更により必要な設備基準を満たさなくなっている場合、実態に即した平面
図を作成のうえ、当市へ変更届を提出しているか。

⑵　事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営
を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリ
テーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているか。

⑴　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申
込者又はその家族に対し、運営規程の概要、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の
勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し
た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ている
か。

⑵　重要事項説明書には、次の事項が記載されているか。

　□　運営規程の概要
　□　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制
　□　事故発生時の対応
　□　苦情処理の体制
　□　その他運営に関する重要事項
　　　□　身体的拘束等の原則禁止
　　　□　虐待防止に関する事項

⑵　事業者は、⑴の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定
審査会意見に配慮して、指定訪問リハビリテーションを提供するように努めているか。

第4　運営に関する基準

⑴　手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮しているか。

⑶　事業の運営を行うために必要な広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切
なスペース）を有する専用の区画を設けているか。
また、必要な設備及び備品等を備えているか。
（病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に備えつけられたものを使用するこ
とができる）

項　　目 内　　　　　　　容

1 内容及び手続の
説明及び同意

　事業者は、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒んでいないか。

　事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適
切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、当該利
用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問リハビリテーション
事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

14 保険給付の請求のための証明書
の交付

15 指定（介護予防）訪問リハビリ
テーションの基本取扱方針
【介護】

9 居宅サービス計画に沿ったサービ
スの提供

　事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居
宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行っているか。

　事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に身分を証する書類を携行させ、
初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導
しているか。

⑶　事業者は、⑴と⑵の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施
地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要し
た交通費の額の支払を利用者から受けている事例があるか。
　　　（　有　・　無　）

⑹　領収証には、医療費控除の対象となる額を明示して記載しているか。

⑸　利用料等の支払を受ける際、利用者に対し領収証を交付しているか。

　事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利
用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問リハビリテーションの内容、費用の額そ
の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付してい
るか。

6 心身の状況等の把握

7 居宅介護支援事業者等との連携

8 法定代理受領サービスを受けるた
めの援助

（領収証の交付）

10 居宅サービス計画等の変更の援
助

11 身分を証する書類の携行

13 利用料等の受領

　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護
支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、そ
の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努
めているか。

⑴　事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事
業者等との密接な連携に努めているか。

⑵　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその
家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する
情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努
めているか。

　事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者又はその家
族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届
け出ること等により、指定訪問リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとし
て受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供する
ことその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行っているか。

　事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問リ
ハビリテーションを提供しているか。

⑷　事業者は、⑶の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者
又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意
を得ているか。

12 サービスの提供の記録
⑴　事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供した際には、当該指定訪問リハビリ
テーションの提供日及び内容、当該指定訪問リハビリテーションについて利用者に代
わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービ
ス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しているか。

⑵　事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供した際には、提供した具体的なサー
ビスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付そ
の他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しているか。

⑵　事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供
した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係
る居宅介護サービス費用基準額と、療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相
当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしているか。

⑴　指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す
るよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行っているか。

⑴　事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供し
た際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係
る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われ
る居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

⑷　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション
計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用
者の同意を得ているか。

⑸　訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者及びその家族に理解
しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行っている
か。

【予防】

（質の評価）

16　指定訪問リハビリテーションの
具体的取扱方針

⑺　事業者は、リハビリテーション会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下
「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利
用者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電
話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）の開催により、
リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と
共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供しているか。

⑵　指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリ
テーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資す
るよう妥当適切に行っているか。

⑶　指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項に
ついて、理解しやすいように指導又は説明を行っているか。

⑸　事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコ
ミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業
に参加するよう適切な働きかけに努めているか。

⑹　事業者は、自らその提供する指定（介護予防）訪問リハビリテーションの質の評価
を行い、常にその改善を図っているか。

⑷　事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によ
るサービスの提供に努めているか。

17　訪問リハビリテーション計画の
作成 ⑴　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利

用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの
目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリ
テーション計画を作成しているか。

⑵　指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目
標を設定し、計画的に行われているか。

⑶　事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる
限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを
目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たっているか。

⑴　指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行
うものとしているか。

⑷　常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努
め、利用者に対し、適切なサービスを提供しているか。

⑹　それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施
状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告してい
るか。

⑶　訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、
当該計画の内容に沿って作成しているか。

⑸　訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者及びその家族に理解
しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行っている
か。

⑹　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション
計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しているか。

⑵　訪問リハビリテーション計画は、利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方
針、健康状態、リハビリテーション実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・
時間等を記載しているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

⑺　事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリ
テーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて
いる環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリ
テーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性
のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、運営に関する基準を
満たすことをもって、⑴⑶⑷⑹に規定する基準を満たしているものとみなすことができ
る。このような事例はあるか。　（　有　・　無　）

⑴　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が行うものとしているか。

⑵　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯
科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（テレ
ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族
（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に
ついて当該利用者等の同意を得なければならない。）を通じる等の適切な方法により、
利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的
確な把握を行っているか。

⑾　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを
旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされ
る事項について、理解しやすいように指導又は説明を行っているか。

⑿　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応
し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。

⑶　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、⑵に規定する利用者の日常生
活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該
目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載し
た、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成しているか。

⑸　介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されて
いる場合は、当該計画の内容に沿って作成しているか。

⑹　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリ
テーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説
明し、利用者の同意を得ているか。

⑻　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリ
テーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者
に交付しているか。

⑷　介護予防訪問リハビリテーション計画は、支援の方向性や目標を明確にし、提供す
るサービスの具体的内容、期間等を明らかにしているか。

⑼　事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、
リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその
置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及
び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション
提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合
については、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもっ
て、⑶⑸⑹⑻までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。このよう
な事例はあるか。　　　（　有　・　無　）

⑽　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予
防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生
活の自立に資するよう妥当適切に行っているか。

⑺　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリ
テーション計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で
説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行っているか。

17　訪問リハビリテーション計画の
作成

18　指定介護予防訪問リハビリテー
ションの具体的取扱方針

⒀　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防
訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速や
かに診療記録を作成するとともに、医師に報告しているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

⑵　事業所ごとに、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によって指定
訪問リハビリテーションを提供しているか。

⑷　事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資質の向上のために、その研
修の機会を確保しているか。

　□　研修年間計画策定　（　有　・　無　）
　□　研修機会の確保
　　□　事故対応　　　　：（研修年月日：　　年　　　月　　　日）
　　□　苦情処理　　　　：（研修年月日：　　年　　　月　　　日）
　　□　衛生管理　　　　：（研修年月日：   　年　　　月　　　日）
　　□　高齢者虐待防止　：（研修年月日：　　年　　　月　　　日）
　　□　身体的拘束等適正化　：（研修年月日：　　年　　月　　日）
　□　研修記録
　□　欠席者への対応・情報共有方法（　　　　　　　　　　　　）

⑶　事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との
兼務関係等を明確にしているか。

20　管理者の責務

⒁　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリ
テーション計画に基づくサービス提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテー
ション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、
当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」とい
う。)を行っているか。

⒂　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記
録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護
予防支援事業者に報告しているか。

（研修機会の確保）

⒃　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏
まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行っているか。

22　勤務体制の確保等

　指定訪問リハビリテーションを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、
遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しているか。

　□　正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わない
　　　ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
　□　偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

18　指定介護予防訪問リハビリテー
ションの具体的取扱方針

⒄　⑵から⑶、⑸から⑹及び⑻から⒂までの規定は、介護予防訪問リハビリテーション
計画の変更についても準用しているか。

⑴　管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問リハビリテーションの利用の申込み
に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。

⑵　管理者は、当該事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命
令を行っているか。

21　運営規程

⑴　事業者は、利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、事
業所ごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制を定めているか。

19　利用者に関する市町村への通知

　運営規程には、次の事項が定められているか。

　□　事業の目的及び運営の方針
　□　従業者の職種、員数及び職務の内容
　□　営業日及び営業時間
　□　利用料及びその他の費用の額
　□　通常の事業の実施地域
　□　虐待の防止のための措置に関する事項
　□　その他運営に関する重要事項
   　□　身体拘束等の原則禁止
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

23　業務継続計画の策定等（令和6
年3月31日までの経過措置あり）

24　衛生管理等

（令和6年3月31日までの経過措置
あり）

⑷　研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す
るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行っている
か。
　職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催する
とともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容
についても記録しているか。
なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止の
ための研修と一体的に実施することも差し支えない。

⑸　訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速
に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害
が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施しているか。な
お、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの訓練と一体的に実施することも差し支えない。
　訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する
ものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

⑸　当該事業所において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、感染症の予
防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しているか。

⑶　当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね6月に1回以
上開催するとともに、その結果について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に周
知徹底を図っているか。

⑹　事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変
更を行っているか。

⑵　業務継続計画には、以下の項目等を記載しているか。
なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス
感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生
時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって
異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症
及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

　□　イ　感染症に係る業務継続計画
　　□　ａ　平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、
　　　　　　備蓄品の確保等）
　　□　ｂ　初動対応
　　□　ｃ　感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、
　　　　　　関係者との情報共有等）

　□　ロ　災害に係る業務継続計画
　　□　ａ　平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが
　　　　　　停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
　　□　ｂ　緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
　　□　ｃ　他施設及び地域との連携

⑴　事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の清潔の保持及び健康状態につ
いて、必要な管理を行っていうるか。

⑵　事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。

⑷　当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備している
か。

⑴　事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリ
テーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必
要な措置を講じているか。

⑶　事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

⑸　事業者は、適切な指定訪問リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場に
おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものにより理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害
されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

30　事故発生時の対応

⑵　事業者は、⑴の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

⑴　事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの
苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必
要な措置を講じているか。
　　　　　苦情対応マニュアル（　有　・　無　）

⑷　事業者は、市からの求めがあった場合には、⑶の改善の内容を市に報告している
か。

⑵　事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り
得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

25　掲示

26　秘密保持等

2７　居宅介護支援事業者に対する
利益供与の禁止

28　苦情処理

2９　地域との連携等

⑴　事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる
重要事項を掲示しているか。

　□  運営規程の概要
　□  重要事項説明書
　□  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制
　□  その他のサービスの選択に関する重要事項

⑹　事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑸の改善の内容
を国民健康保険団体連合会に報告しているか。

⑴　事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問リハビリテーションに
関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市が実施する事業に協力するよう努めているか。

⑹　事業者は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が感染源となることを予防し、ま
た理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋
等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じているか。

⑶　高齢者虐待に関する通報窓口を掲示しているか。

　事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者
によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して
いないか。

⑶　事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用
者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文
書により得ているか。
　□　利用者の同意
　□　利用者家族の複数同意

⑵　事業者は、⑴に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これ
をいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、⑴の規定による掲示に代えることが
できるが、事例はあるか。　　　（　有　・　無　）

⑴　事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の
秘密を漏らしてはいないか。

⑶　事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関し、市が行う文書その他の物
件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者
からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場
合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

⑸　事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して
国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から
指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行って
いるか。

⑵　事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問
リハビリテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対して
も指定訪問リハビリテーションの提供を行うよう努めているか。

⑴　事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生し
た場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行
うとともに、必要な措置を講じているか。
　　事故対応マニュアル　　（　有　・　無　）
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

31　虐待の防止（令和6年3月31日
までの経過措置あり）

30　事故発生時の対応

⑵　事業者は、⑴の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。

⑴　当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に周知徹底を図っているか。

⑵　虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討しているか。
　□　イ　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
　□　ロ　虐待の防止のための指針の整備に関すること
　□　ハ　虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
　□　ニ　虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
　□　ホ　従業者が高齢者虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切
　　　　　に行われるための方法に関すること
　□　ヘ　虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実
　　　　　な防止策に関すること
　□　ト　ヘの再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

⑷　事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込んで
いるか。
　□　事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
　□　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
　□　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
　□　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
　□　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
　□　成年後見制度の利用支援に関する事項
　□　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
　□　利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
　□　その他虐待の防止の推進のために必要な事項

⑹　指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年1回以上）を実施すると
ともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施しているか。

⑷　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じているか。

⑶　ひやりはっと事例報告に係る様式を作成しているか。また、その様式に記録し、保
存しているか。

⑸　事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事
故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

⑼　利用する高齢者について、以下に掲げる行為を行っていないか。
　□　高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
　□　高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護
　　　すべき職務上の義務を著しく怠ること。
　□　高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい
　　　心理的外傷を与える言動を行うこと。
　□　高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる
　　　こと。
　□　高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益
　　　を得ること。

⑺　⑴⑶⑸に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。
　担当者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑶　当該事業所における虐待の防止のための指針を整備しているか。

⑸　当該事業所において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、虐待の防止
のための研修を定期的に実施しているか。

⑻　従業者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期
発見に努めているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

（身体的拘束等）

32　会計の区分

33　記録の整備
（⑵は令和4年4月1日から施行）

34　電磁的記録等

35　変更届出の手続

⑹　その際には、医師、その他現場の責任者（管理者等）から説明を行うなど、説明手
続や説明者について事前に明文化しているか。

⑵　事業者及びサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他こ
れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、書面で行うことが規定されてい
る又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、
電磁的方法（電磁的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない
方法をいう。）によることができる。このような事例はあるか。
　　　　（　有　・　無　）

⑴　事業所は、身体的拘束等のないケアの実現のために必要な措置を講じているか。
　身体的拘束等のマニュアル（　有　・　無　）

⑴　事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。

⑵　事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる
記録を整備し、その完結の日から5年間保存しているか。

　□　訪問リハビリテーション計画
　□　具体的なサービスの内容等の記録
　□　市への通知に係る記録
　□　苦情の内容等の記録
　□　事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

　事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リハビリテーションの事
業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。

　運営に関する基準について、変更届出提出の該当事項があった場合、速やかに変更届
出を豊中市長に提出しているか。
※ 変更した日から１０日以内に提出すること。

⑴　事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するものの
うち、書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人
の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下
同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、
当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。）により行うことができる。このような事例はあるか。
（　有　・　無　）

⑵　身体的拘束等を行った事例があるか。　　　　　（　有　・　無　）

⑶　「緊急やむを得ない場合」を満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等の
チームで検討、確認し、記録をしているか。

⑷　「緊急やむを得ない場合」の以下の３要件すべてを満たしているか、また記録から
読み取れるか。

□　切迫性・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危
　　　　　　　険にさらされる可能性が著しく高いこと
□　非代替性・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介
　　　　　　　　護方法がないこと
□　一時性・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

⑸　利用者本人や家族に対して、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間
帯、期間等できる限り詳しく説明し、十分な理解を得るよう努めているか。

⑺　身体拘束等開始後の経過観察の記録（その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由）をしているか。

⑻　「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当
しなくなった場合は、直ちに身体拘束等を解除しているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

適 不適
非該
当

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

項　　目

⑴　医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を
診療録に記入しているか。
　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画書に基づき
提供した具体的なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録にとどめておく。な
お、当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は
枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。

⑵　リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算の算定に当
たって根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリテー
ション従事者により閲覧が可能であるようにしているか。

　通院が困難な利用者に対して、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリ
テーションを行った場合に算定しているか。

⑵　「リハビリテーションを集中的に行った場合」については、退院（所）日又は認定
日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実
施しているか。

⑴　事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定
訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物
等」という。）に居住する利用者（指定訪問リハビリテーション事業所における1月当た
りの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又
は指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人
以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問
リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単
位数を算定しているか。

⑶　当該事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ
ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず
当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者
に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行っているか。

⑷　⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶に掲げる基準に適合するものであると明確にわか
るように記録しているか。

⑸　リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から
利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を
記録しているか。

⑴　事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、
継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算しているか。

⑹　訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るととも
に、説明した内容等について医師へ報告しているか。

⑺　３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪
問リハビリテーション計画を見直しているか。

内　　　　　　　容

第5　介護給付（予防）費関係

4　短期集中リハビリテーション実
施加算

5　リハビリテーションマネジメン
ト加算（A）イ
【介護】

⑴　利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療
のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退
所した日又は要介護認定の効力が生じた日から起算して3月以内の期間に、リハビリテー
ションを集中的に行った場合に加算しているか。

1　 介護給付費単位

2　記録の整備について

3　 同一建物等に居住する利用者に
対する取扱い

⑵　事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物
に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき
所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定しているか。

⑵　リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ、(B)イ及び(B)ロを算定していないか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

⑵　リハビリテーションマネジメント加算(A)イ、(B)イ及び(B)ロを算定していないか。

⑶　当該事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ
ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず
当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者
に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行っているか。

⑷　⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶に掲げる基準に適合するものであると明確にわか
るように記録しているか。

⑽　⑶から⑼までに適合することを確認し、記録しているか。

⑻　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員に対し、リ
ハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要
な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っているか。

⑹　訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得るととも
に、説明した内容等について医師へ報告しているか。

⑺　３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪
問リハビリテーション計画を見直しているか。

⑻　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員に対し、リ
ハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要
な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っているか。

5　リハビリテーションマネジメン
ト加算（A）イ
【介護】

6　リハビリテーションマネジメン
ト加算（A）ロ
【介護】

⑸　リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から
利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を
記録しているか。

⑽　⑶から⑼までに適合することを確認し、記録しているか。

⑾　利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出
し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているか。

⑴　事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、
継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算しているか。

⑼　以下のいずれかに適合しているか。

　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に
　　　位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係
　　　る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者
　　　に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する
　　　指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。
　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリ
　　　テーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに
　　　関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に
　　　関する助言を行っている。

⑼　以下のいずれかに適合しているか。

　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に
         位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係
　　　る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者
　　　に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する
　　　指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。
　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリ
　　　テーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに
　　　関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に
　　　関する助言を行っている。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

7　リハビリテーションマネジメン
ト加算（B）イ
【介護】

8　リハビリテーションマネジメン
ト加算（B）ロ
【介護】

⑸　リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から
利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を
記録しているか。

⑹　３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪
問リハビリテーション計画を見直しているか。

⑵　リハビリテーションマネジメント加算(A)イ、A)ロ及び(B)イを算定していないか。

⑶　当該事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ
ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず
リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対
する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行っているか。

⑷　⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、当該指示の内容が⑷に掲げる基準に適合するものであると明確にわか
るように記録しているか。

⑺　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員に対し、リ
ハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要
な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っているか。

⑻　以下のいずれかに適合しているか。

　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に
　　　位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係
　　　る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者
　　　に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する
　　　指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。
　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリ
　　　テーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに
　　　関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に
　　　関する助言を行っている。

⑼　訪問リハビリテーション計画について、当該事業所の医師が利用者又はその家族に
対して説明し、利用者の同意を得ているか。

⑵　リハビリテーションマネジメント加算(A)イ、A)ロ及び(B)ロを算定していないか。

⑴　事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、
継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算しているか。

⑹　３月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪
問リハビリテーション計画を見直しているか。

6　リハビリテーションマネジメン
ト加算（A）ロ
【介護】

⑷　⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶に掲げる基準に適合するものであると明確にわか
るように記録しているか。

⑸　リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から
利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を
記録しているか。

⑿　厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム」（以下
「LIFE」という。）を用いて行っているか。

⑴　事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、
継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に加算しているか。

⑶　当該事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ
ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず
当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者
に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行っているか。

⑽　⑶から⑼に適合することを確認し、記録しているか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

8　リハビリテーションマネジメン
ト加算（B）ロ
【介護】

⑽　⑶から⑼に適合することを確認し、記録しているか。

　指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設
の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション
を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から１４日間に限って
訪問リハビリテーション費は算定していないか。

⑻　以下のいずれかに適合しているか。

　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に
　　　位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係
　　　る従業者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者
　　　に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する
　　　指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。
　□　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリ
　　　テーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに
　　　関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に
　　　関する助言を行っている。

⑼　訪問リハビリテーション計画について、当該事業所の医師が利用者又はその家族に
対して説明し、利用者の同意を得ているか。

⑾　利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出
し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているか。

9  急性憎悪等により一時的に頻回の
リハビリテーションを行う必要があ
る旨の特別な指示があった場合の取
扱い

10  サービス種類相互の算定関係

11  事業所の医師がリハビリテー
ション計画の作成に係る診療を行わ
なかった場合の取扱い

⑺　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員に対し、リ
ハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要
な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行っているか。

⑹　令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、⑵及び⑸に適合する場合には、
同期間に限り、 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかっ
た場合の取扱いに準じて算定しているか。

⑵　利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けて
いる場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、
当該利用者に関する情報の提供を受けているか。

⑶　当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしているか。

⑸　当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を
踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成しているか。

⑷　「適切な研修の修了等」とは、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の
応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日
が属する月から前36 月の間に合計６単位以上（応用研修のうち、「応用研修第１期」の
項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」「栄養管
理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第２期」の項目である
「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション
症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか１単位以上
を含むこと。）を取得又は取得を予定しているか。

⑿　厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行っているか。

⑴　当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該事業所の医師が診療
を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合に減算して
いるか。

　利用者が（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護若しくは
（介護予防）特定施設入居者生活介護又は（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
を受けている間は、（介護予防）訪問リハビリテーション費は算定していないか。
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（介護予防）訪問リハビリテーション

適 不適
非該
当

項　　目 内　　　　　　　容

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

13　移行支援加算
　【介護】

14　事業所評価加算
  【予防】

15　サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

16　サービス提供体制強化加算
(Ⅱ）

　利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月
から起算して12月を越えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、1回に
つき所定単位数から減算しているか。

12 12月を越えた期間にサービスを
行う場合
 【予防】

⑴　指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士のうち、勤続年数が７年以上の者が１名以上いるか。

⑴　評価対象期間（加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの
期間）の満了日の属する年度の次の年度内に限り加算しているか。

⑴　　事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行
等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間（移行支援加算を算定する年
度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間（厚生労働大臣が定める基準に適
合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間））の
末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数に加算しているか。

⑵　評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指
定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応
型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介
護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防小
規模多機能型居宅介護、第一号通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占
める割合が、100分の５を超えているか。

⑶　評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14
日以降44日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション
終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録しているか。

⑸　訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当
該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供しているか。

⑵　加算を算定する根拠資料が作成されているか。

⑵　評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数
が10名以上であるか。

⑶　以下の算定式で計算しているか。

　　　　　　　要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２
　──────────────―――――――――――──　　≧　0.7
　　評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションリハビリ
　　テーション費を３月以上算定し、その後に更新・変更認定を
　　受けた者の数

⑴　指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上いるか。

⑵　加算を算定する根拠資料が作成されているか。

⑷　12を事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であるか。
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